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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

（住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置） 

１ 教育研究に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容等に関する目標を達成するための措置 

① 入学者選抜の改善 

・入試課において、入学試験運営委員会などを運営し、全学的な入学者選抜の企画・

推進を図る。 

・教育理念・目的、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）等を明確化し、冊

子を作成して配布するとともに、ホームページ等により広く周知を図る。 

・学部入学者選抜については、学部の特性に応じて、推薦入試や海外から帰国した生

徒、社会人、障がい者、外国人などを対象とした特別選抜入試を実施する。また、

工学部（５学科）において、ＡＯ（アドミッション・オフィス）入試を実施する。 

・学部の特性に応じて、短期大学や高等専門学校、四年制大学からの編入学制度を実

施することとし、工学部及び人間社会学部において３年次編入学試験を、看護学部

及び総合リハビリテーション学部において２年次編入学試験を実施する。 

・大学院入学者選抜については、一般選抜入試の方法や試験科目を工夫するほか、社

会人や外国人等の特別選抜入試を実施し、優秀な学生の受入れを促進する。 

 
② 教育内容の充実・改善 

ア 学部教育 

（ア） 全学共通教育 

・総合教育研究機構において、全学を対象とした共通教育科目（教養科目、基盤科目）

や専門基盤科目（専門基礎科目）を開講するとともに、看護学部、総合リハビリテ

ーション学部において、専門基盤科目（専門支持科目）を開講する。また、平成２

３年度から実施する新カリキュラムに関する検討を開始する。 
・教養科目では、学際的・総合的な判断能力、知的探究心や独創性、倫理観や人権意

識などを養うため、現代的、人類的なテーマを設定し、複数の講師が担当する科目

や討論・発表中心のゼミナール科目を開講する。また、平成２３年度から実施する

教養科目や教養ゼミナール科目に関する検討を始める。 
・基盤科目では、外国語科目、一般情報科目、健康・スポーツ科学科目など、基礎的

な知の技術を習得する科目を開講する。 
・理科系と医療系の学生に対して専門科目の基礎となる専門基盤科目を開講するとと

もに、「共通教育専門委員会」の「専門基礎科目部会」等において、基礎学力の向上

と専門科目への円滑な接続のあり方を検討するとともに、平成２３年度以降の新カ

リキュラム作成に向けての作業を行う。また、Ｗｅｂによる学習支援システムによ

り、学生の自主的学習を支援する。 
・教育職員免許状、司書・司書教諭資格、学芸員資格に関わる資格科目を開講する。 
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（イ） 専門教育 

・全学共通教育と専門教育の相互補完関係を明確にした履修モデルを入学生に説明す

る。また、大学院への進学者が多い工学部、生命環境科学部、理学部において、博

士前期課程との連続性を考慮したカリキュラムをもとに、一貫教育を展開する。 

・従来の講義型科目に加えてプロジェクト企画型や討論・発表型科目などを展開する。 
工学部においては、デザイン型科目（創成型科目）を 1 年次の専門教育として実

施するとともに、２年次以降もデザイン能力、創成能力を育成するための実験・

実習・演習などの科目を全学科で実施する。 
生命環境科学部においては、課題発見、問題解決能力や創造性等を涵養するため、

学科の特性に応じて実習科目や演習科目などを開講する。 

理学部においては、課題発見、解決方策の立案、遂行と続く試行錯誤的な問題解決

へのプロセスを体験させるとともに、討論や発表を重視した総合演習などの科目を

開講する。 

経済学部においては、少人数で行う討論・発表型科目として、各種ゼミナールを全

学年で開講し、これらの成果を最終的には卒業論文の作成に生かすとともに、研究

領域に応じて、学外の研究会・学会への参加、他のゼミとの討論会などを行うなど、

ゼミナールの活性化を図る。また「質の高い大学教育推進プログラム」として、「販

売現場に密着した問題発掘型スタディーズ」に引き続き取り組む。 

人間社会学部においては、少人数で行う討論・発表型科目として演習科目を主とし

て２年次以降に開設し、卒業論文に結実させる。また、課題発見とその解決の能力

を育むプロジェクト企画型の科目として、前年度に引き続き、「堺・南大阪地域学

Ⅲ」「堺・南大阪地域学Ⅳ」を開講する。 

看護学部においては、演習・実習科目で事例研究など参加型授業等の展開を図る。

また、平成 17～19 年度に採択された現代的教育ニーズ取組支援プログラムにおい

て看護問題解決能力および批判的思考を育成するために開発した事例学習用のｅ

ラーニング教材を活用し、21 年度から「看護援助論(e ラーニング科目）」を開講す

るなど、参加型授業を実施する。 

総合リハビリテーション学部においては、臨床実習などの科目において、事例研究

の発表・討論を行うなど参加型授業等の展開を図る。 

・学外実習を実施する。 
獣医学科においては、大阪府環境農林水産総合研究所における牧場実習を実施す

る。 
社会福祉学科においては、社会福祉実習、精神保健福祉援助実習などの学外実習

を実施する。 

総合リハビリテーション学部においては、「臨床実習病院」の認定制度などの地域

と連携した学習支援システムを活用した臨床実習など学外実習を実施する。さら

に、臨床実習施設と実習期間を拡充し，学外実習の充実を図る。 
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・学部３年（獣医学科４年）の在学で大学院に進学できる制度（飛び入学）を実施す

る。また、学則（平成２０年４月１日施行）の規定に基づく、学部３年での卒業を

認める制度（獣医学科を除く）について、理学部で実施するとともに、他の学部・

学科においても引き続き検討を行う。 
・日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）の実施する教育プログラムの認定取得に取

り組む。 

工学部においては、海洋システム工学科が平成 21 年度の申請に向けて取り組むと

ともに、電気情報システム工学科と機械工学科は平成 22 年度の申請に向けて取り

組む。 

緑地環境科学科においては、認定取得に向けた取り組みをさらに進め、教育・学

習目標の達成度の評価方法や教育点検システムについて引き続き検討する。 

・専門職種に関する国家試験について合格率の上昇を図る。 
生命環境科学部においては、獣医師国家試験合格率 95％を目標とする。 
人間社会学部においては、社会福祉士国家試験合格率 70％、精神保健福祉士国家

試験合格率 90％を目標とする。 

看護学部においては、看護職（保健師・助産師・看護師）の国家試験合格率 100％

を目標とする。 

総合リハビリテーション学部においては、理学療法士および作業療法士国家試験

合格率 95％、管理栄養士国家試験合格率 90％を目標とする。 

 

イ 大学院教育 

（ア） 博士前期課程 

・学部専門教育との連携を保ちながら、専門分野に関する高度な専門知識や関連学問

分野に関する幅広い専門知識を教授する。 
工学研究科においては、学部教育で行っている科目を基礎にして、専門的知識を

教授するための科目を設定するとともに、幅広い専門知識を習得させるために、

「特別演習」科目を各学年に開講する。 
生命環境科学研究科においては、学部での基礎的専門教育との連携を保ちながら、

高度な専門知識を教授するとともに、各分野における幅広い知識を修得させるた

めに、「ゼミナール」科目を各学年に開講する。 

理学系研究科においては、広範な専門分野において専門科目を開設し、学生に自

分の専門分野ばかりでなく、関連分野の科目も受講させることにより、幅広い専

門知識を教授する。また、多様な専門分野に属する多くの外国人教員を招聘し、

平成 20 年度より開設した「サイエンスコミュニケーション」のより一層の充実を

図る。 

経済学研究科においては、高度な専門知識を教授するとともに、学部との連携を

考慮し、より幅広い専門知識を修得させるために、主要分野について「基礎講義」

を開講する。 
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人間社会学研究科においては、幅広い専門知識を教授するため、オムニバス方式

の科目を設定するとともに、指導教員による「演習」と「特別研究」を通じて、

専門分野に関する高度な知識を修得させる。 

看護学研究科においては、幅広い知識や方法論を教授するための基礎教育と、高

度な専門知識を修得させるための専門教育を実施する。 
総合リハビリテーション学研究科においては、幅広い専門知識を教授するため、

オムニバス方式の｢特論科目」を設定するとともに、「特別演習」、「特別研究」を

通じて、専門分野に関する高度な知識を修得させる。 

・専門的課題についての研究能力を高めるとともに、論文執筆能力を培う。 
工学研究科においては、指導教員による個別指導の下で、各専攻に設けられてい

る「特別研究」により、問題設定・問題解決能力を培う指導を行い、「特別演習」

により、学術論文や技術資料等の調査・分析能力、さらには論文執筆能力を培う

ための指導を行う。 

生命環境科学研究科においては、大講座制の利点を生かした複数指導体制の下で、

修士論文作成のための個別の研究テーマを設定して総合的な研究能力の向上を図

る。また、「研究実験」「特論」等を開講し、研究を展開するために必要な調査、

分析、論文作成能力等を養成する。 

理学系研究科においては、指導教員による個別指導の下、「特別研究」を通じて問

題設定・問題解決能力を培う高度で実践的な教育を行う。また、「特別演習」で研

究資料の調査・分析能力、発表能力、論文を執筆する能力を高める指導を行う。

必修科目の「サイエンスコミュニケーション」を通して、英語運用能力を向上さ

せ、国際的視野を充実させる。 

経済学研究科においては、指導教員による「演習」と複数の教員による「論文演

習」を通じて、自らの研究を発表する能力、他の学生の発表を理解し批評する能

力、論文を執筆する能力を高める。 

人間社会学研究科においては、指導教員による「演習」を通じて研究能力、論文

執筆能力を高めるとともに、「特別研究」、「特別演習」や「研究特論」などの科目

を通じて、研究方法とその応用能力を修得させる。 

看護学研究科においては、「理論看護学」「看護学研究法」などの基礎教育により、

専門的課題についての調査・分析能力を培い、専門教育の「特別研究」において、

論文執筆能力を高めるための個別指導を行う。 
総合リハビリテーション学研究科においては、指導教員による「特別演習」を通

じて、学術論文や医学、医療資料等の調査・分析能力、さらに論文執筆能力の向

上を図るとともに、「特別研究」により、問題設定・問題解決能力を培う高度で実

践的な教育を行う。平成 21 年度からは総合リハビリテーション学研究方法論Ⅰ、

Ⅱ、臨床支援研究方法論Ⅰ、Ⅱなどの基礎支援科目を開講し、さらに強化する。 
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・日本語及び英語をはじめとする外国語でのコミュニケーション能力の向上を図り、

学術報告の発表や討論を行う能力を培う。 
工学研究科においては、国内外の学会における発表などを通して発表能力を高め

ると共に、全科目の 25％以上の科目で英語による授業を実施する。また、外国語

によるコミュニケーション能力に関するモチベーションを向上させるため、全分

野において、ＴＯＥＩＣ等の外部試験結果を英語の成績とする制度を継続する。 

生命環境科学研究科においては、「プレゼンテーション」等の科目により、課題研

究についての実験計画や途中経過を英文でまとめて発表し、討議させることによ

り、プレゼンテーション能力を高める。また、国内外の学会発表や国際会議への

参加を推奨する。 
理学系研究科においては、修士論文発表会を専攻分野が関連する研究室や各専攻

において開催し、発表する能力、発表を理解し批評する能力を培う。また、高度

な外国語でのコミュニケーション能力の向上を図るため、招聘外国人研究者によ

る講義やゼミナールを実施するとともに、外国の研究者による学術講演会を実施

する。さらに、平成 20 年度より開講している「サイエンスコミュニケーション」

の履修を通して、より一層の外国語によるコミュニケーション能力を培う。  
経済学研究科においては、「外国文献研究」などの科目を通じて、英語能力を高め

る。また、「演習」、「論文演習」科目や授業以外でも、研究会や学会への参加を奨

励することにより、コミュニケーションや討論の能力を高める。 

人間社会学研究科においては、社会福祉学専攻や人間科学専攻現代人間社会分野

において、異なる専攻・分野の学生が共同で研究・討論を行う科目を設定する。

また、大学院生の学会加入、学会発表を推奨するとともに、学会報告予定者の事

前の学内報告会に教員・院生が参加し、学術報告・討論能力の向上を図る。また、

フランスでの語学研修（フランス語）、韓国での語学研修（韓国語）に加えて、オ

ーストラリアでの語学研修（英語）を実施する。 

看護学研究科においては、「調査研究処理法」や「特別研究」における討論や発表

などを通じてコミュニケーション能力を涵養するとともに、国内外の学会におけ

る発表を推奨する。さらに、マヒドン大学との提携によるエクスチェンジプログ

ラムを通して国際性を涵養する。 
総合リハビリテーション学研究科においては、前期課程 1 年次に修士論文中間発

表会をすることにより、発表する能力や発表を理解し批評する能力を培う。また、

国内外の学会における発表、特に国際会議の発表を奨励する。 

・研究科・専攻の特性に応じ、高度な専門性が求められる職業に従事する人材を育成

する。 
経済学研究科においては、経営学修士（ＭＢＡ）の養成コースで実践的な教育を

展開する。また、サテライト教室（経済学専攻、経営学専攻）において、「戦略経

営・法務」や「公共政策」学習プログラムを提供し、高度で実践的な教育を展開

する。 
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人間社会学研究科では、平成 20 年度に日本臨床心理士資格認定協会から一種指定

校の認定を受けたことをふまえ、臨床心理士育成のための実践的な教育を展開す

る。 

看護学研究科では、平成 21 年度開講する「家族看護学」を含めた 11 分野におい

て専門看護師（ＣＮＳ）の育成を図る。 

 
（イ） 博士後期課程・博士課程 

・専門分野に関する重要課題を認識し、普遍的価値のある問題を抽出し、それらを分

析・総合・評価し、新しい知識を体系化する能力を養うために、すべての研究科に

おいて「特別研究」「特別演習」などの科目を開講する。また、優れた学術論文を執

筆できるよう、充実した論文指導を行う。 
・異文化に対する理解とコミュニケーション能力の向上を図り、国内外の学会、国際

会議において論文発表や研究討論を行う能力を培う。このため、海外から著名な研

究者を招聘し、講演会や討論の機会を増やすとともに、国際会議や学会での発表を

奨励する。 
・他分野の研究に対して視野を広げ、独創的な学問分野を開拓する能力を培うために、

他分野の科目も履修できるようにする。 
 

③ 多様な教育・履修システムの構築 

ア 学部教育 

・学部１年次から専門科目を開設するなど、学生の学習意欲を喚起するための方策

を実施する。 
工学部においては、１年次から専門科目を開設するとともに、演習・実験科目

では少人数グループ編成とする。 

生命環境科学部においては、１年次に少人数グループ編成による入門実習・ラ

ボ演習や獣医学概論等の動機付け科目を開講するとともに、生化学、有機化学

等の専門基礎科目を開講する。 

理学部においては、１年次から専門科目等を開設するとともに、演習･実験科目

では少人数グループ編成とする。 

経済学部においては、１年次から「ミクロ経済学入門」「経営学」「簿記論」な

どの専門科目を開講するとともに、学生の積極性を養うため少人数による｢基礎

ゼミナール」を開講する。 

人間社会学部においては、１年次から専門科目として入門科目、概論科目、原

論科目等を開設し、科目の特性に応じて少人数編成を図る。 

看護学部においては、１年次から専門科目を開設し、演習・実習科目では、e

ラーニング教材を活用して、学生の主体的・意欲的な学習を促進する。 

総合リハビリテーション学部においては、１年次から専門科目、実習科目を開

設するとともに、講義・実習を少人数により実施する。また、１年次から臨床

実習の事例研究報告会や卒業研究発表会へも参加させ、学習意欲を喚起する。

さらに、携帯メールの活用による基礎学力の向上を図る。 
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総合教育研究機構においては、教養科目（教職科目等を除く）及び初修外国語

（独仏中朝露）科目を少人数編成により開講する。また、討論・発表形式を取

り入れた双方向の授業形態をとる教養ゼミナールを少人数編成により開講する。 

・総合教育研究機構が実施する「初習生物」「初習物理」において、リメディアル教

育（補習教育）を実施する。 
・大阪市立大学、大阪商業大学及び南大阪地域大学コンソーシアム加盟大学等 14 大

学、並びに大学コンソーシアム大阪加盟大学のうちの 35 大学と単位互換制度を実

施する。 
・ 工学部、生命環境科学部、理学部及び人間社会学部において、インターンシップ

を正規の授業科目として実施する。 
経済学部においては、インターンシップを取り入れた授業を行うことを中心に検

討を進める。 
・ボランティア活動については単位認定を行わないが、実体験を重視した活動で教

育効果の高いものについては、積極的にカリキュラムへの取り入れを行うよう検

討する。 
 

イ 大学院教育 

・特別講義等の科目やオプションコースの設定などにより、先端的な研究成果を大学

院教育課程に反映させる。 
工学研究科においては、「21 世紀 COE プログラム」に対応する履修モデル「資源

循環科学・工学コース」を継続し充実させるとともに、テニュアトラック教員に

よる新しいコースの設定を検討する。 

生命環境科学研究科においては、バイオマス資源の循環、動物構造機能学などの

「特別講義」を開講する。 

理学系研究科においては、先端的研究に従事している研究者を招聘し、短期集中

形式の「特別講義」を開講する。 

経済学研究科においては、「特別研究」や「演習」を活用して、先端的な理論や実

践活動を教授する。また、授業以外に教員を中心メンバーとする研究会に参加さ

せて、より高度な研究を促す。 

人間社会学研究科においては、「特殊講義」などの科目を通じて先端的な研究成果

を大学院教育課程に反映させる。また、共同研究プロジェクトへの参加を奨励す

る。 

看護学研究科においては、「魅力ある大学院教育」イニシアティブで開設した「看

護学研究法演習」と「看護学研究方法論演習」を引き続き正規授業科目として開

講する。また、保健医療の現場で地域社会に貢献できる CNS の養成を 11 分野で

行う。 
総合リハビリテーション学研究科においては、先端的研究成果や実践成果を教授

する「特定講義」を、短期集中形式で開講する 
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・工学研究科、生命環境科学研究科において、連携大学院制度を実施する。 
・経済学研究科のサテライト教室（博士前期課程）において、社会人を対象として「戦

略経営･法務」及び「公共政策」に関する実践的な教育研究プログラムを展開する。 
・社会人のリカレント教育への需要に応えるため、理学系研究科、経済学研究科(サテ

ライト教室)、人間社会学研究科、看護学研究科及び総合リハビリテーション学研究

科において、社会人の院生に配慮した時期や時間帯での授業や研究指導を実施する。 
また、森之宮サテライト教室及び中之島サテライト教室を活用し、社会人の院生を

対象とした講義を実施する 
・高度な専門的・実践的知識を有する人材養成を目的とした専門職大学院の設置につ

いては、「公立大学法人大阪府立大学の将来像」なども踏まえ、引き続き検討する。 
・全学部において、講義・演習・実習などティーチング・アシスタント制度（ＴＡ）

の積極的な活用を図る。また、リサーチ・アシスタント制度（ＲＡ）についても、

プロジェクト研究等において活用を図る。 
 

④ 適切な成績評価等の実施 

・ＧＰＡ（Grade Point Average）制度の趣旨を学生に周知するとともに、教育改革

専門委員会を中心に、制度の活用等について検討する。 
・特に成績が優れた学生には、表彰、大学院進学推薦や飛び入学資格の付与などを行

う。 
・指導教員や学生アドバイザー等によるきめ細かな学習指導、生活指導を行い、新入

生については、成績を保護者にも通知し、学生の学習状況について保護者の理解を

深める。さらに、学習指導・生活指導の成果が上がらず、ＧＰＡによる評価が低い

学生に対しては、学生アドバイザー等による学習指導を徹底する。 
 
⑤ 適正な学生収容定員の検討 

・本年度の学部、研究科における学生収容定員は別表のとおり。 
・「公立大学大阪府立大学の将来像」なども踏まえ、次期中期目標・中期計画に向け、

教育研究組織のあり方（学部・学科等再編を含む）や適正な学生収容定員の検討を

行う。 
 

（２）研究水準等に関する目標を達成するための措置 

① 目指すべき研究の水準 

・各教員やグループは、それぞれの研究目的、計画、内容、成果などを積極的にホー

ムページに掲載する等、研究活動の公開に努めるとともに、各部局においては、そ

の特性に応じて、学術誌の評価を活用し、より高い水準の学術誌により多くの学術

成果を発表するよう努める。また、学長及び部局長裁量経費の活用により、特色あ

る教育研究や質の高い教育研究を積極的に推進する。 
・学術論文の発表及び学術講演・学会発表について、水準の維持・向上を図るととも

に、件数の増加を目指す。 
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工学研究科においては、学術論文の発表及び学術講演・学会発表について、前年

度と同レベルの水準の維持・向上を図るとともに、件数の増加を目指す。 

生命環境科学研究科においては、学術論文の発表及び学術講演・学会発表につい

て、前年度と同レベルの水準の維持・向上を図るとともに、件数の増加を目指す。 

理学系研究科においては、教員一人当たり原著論文（査読された欧文論文に限る）

について、水準の維持・向上を図るとともに、発表件数の増加を目指す。 

経済学部においては、学術論文及び学術講演・学会発表について、前年度の水準

の維持・向上を図るとともに、発表件数の増加を目指す。 

人間社会学部においては、学術論文の発表および学術講演・学会発表について、

水準の維持・向上を図るとともに、件数の増加を目指す。 

看護学部においては、学術論文発表は前年度と同じレベル、学術講演・学会発表

件数については、件数の増加を目指す。 

総合リハビリテーション学部においては、教員一人あたりの学術論文発表につい

て 2.2 報を目指す。また、学会発表については，前年比の 20％を目指す。 

総合教育研究機構においては、教員一人あたりの学術論文及び学術講演・学会発

表について、前年度と同じレベルを目指す。 

 

② 大学としての重点的な取組 

・教育研究費の一部を全学的に留保し、理事長（学長）のリーダーシップのもと、特

色ある教育研究や業績の高い教育研究に対し重点的に予算配分する。 
・工学研究科、生命環境科学研究科、理学系研究科、産学官連携機構において、ＩＴ、

ナノ、バイオ、環境などの研究について、重点的・持続的な推進を図る。特に環境

問題の解決に向けて、全学的に取り組む。 
・産学官連携機構において、２０年度に採択した学内提案公募型産学官共同プロジェ

クト研究の推進を図る。 
・２１世紀科学研究機構を通じて、学際的・部局横断的研究や大学としての戦略的研

究を推進する。 
・２１世紀ＣＯＥプログラムに採択された「水を反応場に用いる有機省資源循環科学・

工学」の研究を、引き続き大学独自で推進する。また、国プロジェクトとして採択

された看護学研究科「がんプロフェッショナル養成プラン」や理学系研究科「ヘテ

ロ・リレーションによる理学系人材育成」、経済学部「販売現場に密着した問題発掘

型スタディーズ」、科学技術振興調整費２件（「地域の大学からナノ科学･材料人材育

成拠点」及び「地域・産業牽引型高度人材育成プログラム」）など、国のプロジェク

トに適合した戦略拠点プロジェクト研究を推進するとともに、プロジェクトの新規

採択を目指す。 
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③ 成果の社会への還元 

・産学官連携機構を核として、民間企業や公的機関等との共同研究やライセンス移譲、

地域の抱える課題に対する大阪府や府内自治体との連携を推進する。 
また、大学のシーズ紹介フェア、産学官連携シンポジウムをそれぞれ年１回開催する

とともに、他機関による技術マッチングフェア等への参加を年間 20 件程度実施する。 

・総合教育研究機構のエクステンション・センターにおいて、環境、科学、文化、健

康など府民ニーズの高い公開講座（42 講座）を実施する。 
・社会貢献を含む教員活動評価について、他大学の状況を踏まえ、客観的かつ効率的

な評価手法を検討し、方針を決定する。 
 

（３）教育研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

① 教育研究体制の充実 

・大学院研究科の部局化を一定の基準のもとで推進するため、教員の博士号の取得率

や学生の大学院進学率の向上を図るなどの取組を行う。また、大学院博士課程（後

期）への進学を促進し、研究活動の高度化･活性化を図るため、経済的負担軽減のた

めの環境整備を行う。 
・総合教育研究機構において、学部・研究科教員の協力を得て、質の高い全学共通の

教養・基礎教育等を展開する。 
・学部・研究科さらには大学の枠を超えた教員･研究者間の交流を促進するとともに、

産学官連携機構において、産学官共同研究やプロジェクト研究を積極的に推進する。

また、「21 世紀科学研究機構」において、学内の共同研究、とりわけ、観光や環境

の分野を積極的に推進する。学部・研究科においては次の取組を行う。 
工学研究科においては、工学研究科リエゾンオフィスを中心として、インセンテ

ィブ方策の活用などにより、外部資金の獲得の増加を目指す。また、他大学との

連携、学内他部局との連携を積極的に行い、他大学との共同研究やプロジェクト

型研究、分野横断型の研究プロジェクトを実施する。 
生命環境科学研究科においては、国内外から客員教員を受け入れ、共同研究を推

進するとともに、府立の研究機関及び民間企業との共同研究やプロジェクト型の

研究を推進する。 

理学系研究科においては、国際的な共同研究及びプロジェクト研究を積極的に推

進するため、当該研究を実施する教員が研究に専念できるよう支援する。 

経済学部においては、学会や研究会を通じて研究者間の交流を進めるとともに、

学部長裁量経費を活用し、共同研究、プロジェクト型の研究を推進する。 

人間社会学部においては、学部長裁量経費を活用し、教員・研究者間の交流や共

同研究・プロジェクト研究を促進する。 

看護学部においては、実習病院との共同研究や療養学習支援センターにおけるプ

ロジェクト研究を推進する。 
総合リハビリテーション学部においては、学内外の共同研究、プロジェクト型研

究を推進するための情報交換会を開催する。 
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総合教育研究機構においては、プロジェクト型研究を支援するとともに、国外や

学内外の研究者との共同研究を積極的に推進する。 

・ティーチング・アシスタント制度（ＴＡ）やリサーチ・アシスタント制度（ＲＡ）、

博士研究員（ポスドク）制度など、大学院生や若手研究者の活用を図る。 

 
② 全学教育研究組織の確立 

ア 総合教育研究機構 

・共通教育部門において、全学共通の教養・基礎教育の実施や資格科目の提供につい

て、共通教育専門委員会で協議し、学部・研究科の協力を得て、その充実を図る。 
・高等教育開発センターにおいて、学部・研究科と調整の上、教育改革専門委員会と

連携し全学的な教育改革を推進する。授業アンケートを実施し、授業評価の適切な

手法を検討する。また、相互授業参観制度(ピア レビュー）を引き続き実施すると

ともに、ワークショップやセミナーの開催など多様なＦＤ活動に取り組み、全学の

教育内容の改善と教員の教育力の向上を図る。さらに、教育に関する各種の調査（卒

業生アンケート等）の実施・分析を行う。 

総合教育研究機構においては、機構長教育奨励賞を設置し、授業改善を一層進める

とともに、科目グループごとのＦＤ活動を進めるために各教室（科目グループ）で

のＦＤ研修を実施する。 

国プロジェクトに採択された取組「大学初年次数学教育の再構築」において、入学

直後の学生に数学基礎学力調査を実施し、数学の基礎学力を把握し、数学・理科教

育の改善のための基礎資料として活用する。また、6 大学の戦略的大学連携支援事

業における「キャリア教育・ＦＤ委員会」に参画し、その取組を推進する。 

・エクステンション・センターにおいて、学部・研究科の協力を得て、府民のニーズ

に対応した特色ある講座を体系的に提供する。また府民のニーズを把握するため、

アンケート調査を実施し、今後の方針を検討する。また、大学コンソーシアムで企

画される連携講座にも参加するなど、多様な方法・ルートを利用して、大阪府立大

学の公開講座を展開する。また、国プロジェクトに採択された 6 大学の戦略的大学

連携支援事業による公開講座を開催する。 
 
イ ２１世紀科学研究機構 

・学際的･部局横断的な挑戦的研究に取り組む研究所群の活動を支援するとともに、大

学としての戦略的研究を直接実施するための組織である、21 世紀科学研究機構を部

局化するとともに、研究業務を支援する事務組織の拡充を図る。 
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ウ 学術情報センター     

○ 図書館機能の充実 

・学術情報センター図書館は、学生の学習・研究支援と電子情報サービスなど総合図

書館として機能の充実を図るとともに、羽曳野図書センターをはじめ学部等の図書

館では、専門図書等の資料の充実に努める。また、学生等を中心に見据えた図書館

サービスを最大限拡大して教育学習環境の整備を図るため、施設・設備およびサー

ビス内容の検討を行う。理系図書館(仮称)の整備に向けて、関係部局との調整を図り、

具体化を進める。 
・所蔵図書を調査し、資料的価値を失った図書の除却や新刊書への買い換えなどの整

理を行う。また、利用者のニーズを踏まえた新刊書の購入や、学術雑誌のうち電子

ジャーナル契約が可能なものの電子ジャーナルへの移行を図る。さらに、全学で共

通して利用される参考図書などで、電子 Book として販売されているものの導入を

進める。 
 

○ 情報システム機能の充実 

・キャンパスネットワークシステム、統合認証システム、統合運用管理システム及び

ポータルシステムを基盤システムとし、業務用及び教育用を統合した統合情報シス

テムの運用管理を行い、教育研究における積極的な活用及び業務の適正化、効率化

を図る。情報教育システムは、平成 21 年 3 月にリプレイスを行ったため、その運用、

利用ガイドなどの整備を拡充する。また、情報セキュリティポリシーに基づき、本

学の情報資産の適正かつ安全な管理を図る。 
・統合情報システムの効率的な運営を推進するため、情報の一元化、運用管理の統合

化をはかり、次世代システム基本計画策定、仕様書策定に繋げる。 
・分離キャンパスにおける教育研究環境を整備・向上するため、遠隔講義（会議）シ

ステムの更なる利用促進に向けて、その運用方法などについて関係部局と連携して

検討する。 
 

○ 学内外に開かれた情報拠点 

・利用者サービスの向上を図るため、図書館利用オリエンテーションや電子ジャーナ

ル利用者説明会等の実施やウェブサービスの周知・広報活動を充実し、電子ジャー

ナルアクセス件数の増加を図るとともに、次期図書館システムリプレイスの検討を

行う。また、本学の研究成果や活動を広く国内外に発信していくため、大阪府立大

学学術情報リポジトリのコンテンツの充実、整備につとめ、教員活動情報データベ

ースとの連携について検討を行う。指定図書とシラバスの参考書との連携や、学生

選書会議による学生のニーズを踏まえた図書の選定などにより、全学の図書館・図

書室の貸出冊数の増加を図る。 
（貸出冊数：目標 11 万 9,000 冊、電子ジャーナルアクセス件数：目標 35 万件） 
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・学術情報センター図書館を生涯学習や学術情報の拠点として広く府民に開放する。

また、貴重図書の展覧や図書館主催の講演会等を実施するとともに、ホームページ

や地域の広報誌の活用、公開講座やオープンキャンパスなどの機会を通じた積極的

なＰＲを実施し、府民登録者数は年間 4,000 人程度を維持する。 
・学術情報センター大ホールの活用を促進するため、ホームページやパンフレットな

どを活用した積極的な広報に努め、公開講座や学生行事等学内利用はもとより、広

く府民の利用に供するように取り組み、利用回数が前年度より増加するように努め

る。 
 

③ 学部・研究科附属施設の展開 

・工学部の「生産技術センター」、生命環境科学部のりんくう学舎に新たに設置される

「附属教育研究フィールド」及び「附属獣医臨床センター」、人間社会学部の「心理

臨床センター」において、実験・実習施設として質の高い教育研究を目指す。 
・研究成果の地域還元を図るため、人間社会学研究科の「女性学研究センター」等に

おいて、研究の促進や論集の発行、公開講座の企画などを行うとともに、「療養学習

支援センター」において、看護援助プログラムの実践・開発・研究を推進する。 
 

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

  ・学生センターのワンストップサービス機能を充実するため、組織の見直しを行うと

ともに、羽曳野キャンパス・りんくうキャンパスの学生事務部門との連携を図りつ

つ、学生への支援を実施する。さらに、食堂等学生の福利厚生面の向上のため、大

学生協との新たなパートナーシップの構築による連携のあり方を検討する。 
また、ＷＥＢ学生サービスセンターを活用し、学生支援をより一層充実する。 

 

○ 学習相談、生活相談、健康管理 

・学生センターに設置した「学生総合相談室」を活用し、学生の日常的な相談に対応

するとともに、ＷＥＢ学生サービスセンターで、学生からの心の相談を含め、メー

ルでの各種相談に対応していく。また、各教員が実施する「オフィスアワー」の情

報をホームページで公開し、学生への周知を図る。また、学生委員会と学生アドバ

イザーの連携を強化し、学生へのきめ細かなサービスの提供に努める。 
・健康管理センター（仮称）について、組織体制や設置場所など設置案を具体化し、

平成 21 年度中に設置する。 
・学生アドバイザー等と連携し、課外活動の活性化支援、留学・ボランティア活動・

住宅等に関する情報提供やセクシュアル・ハラスメント等の相談など、学生生活全

般にわたる各種相談や学生支援を行う。 
・入学志願者等に対し、オープンキャンパスや入試ガイダンスを積極的に展開する。

高校等への訪問説明の実施、ホームページを活用した大学ガイダンスの案内や大学

案内冊子の作成を行う。 
また、関西圏以外の地域でも入試広報活動を行うための現地調査を実施するととも

に、具体化の検討を行う。 
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○ 経済的支援 

・各種奨学金制度に関する情報をホームページに掲載するとともに、掲示板に掲示し

て提供する。また、アルバイトの情報についても、学内ＰＣと掲示板を活用して提

供する。さらに、電光情報掲示板などＷＥＢ学生サービスセンターの機能も活用し

て効果的な情報提供を図っていく。 
・授業料の減額または免除の制度を実施する。また、民間銀行と提携した教育ローン

制度を実施する。 
 

○ 就職支援 

・学生向けのキャリア・セミナーや保護者向けの就職ガイダンスを実施する。また、

企業、団体が実施するインターンシップ制度などについて、積極的に情報提供する。 
国プロジェクトに採択された 6 大学の戦略的大学連携支援事業における「キャリア

形成支援委員会」に参画し、その取組を推進する。 
・卒業（修了）前の就職活動支援として、就職ガイダンス（年 12 回）や個別就職相談

の実施など、きめ細かなサポートを行うとともに、学外での就職セミナー等の紹介

や活用に努める。 
・商工会議所、大学コンソーシアム大阪や就職支援サービス企業などとの連携により、

幅広い就職関連情報の収集に努めるとともに、企業等への訪問などによる大学のＰ

Ｒ活動を積極的に行う。さらに、大学ホームページを通じての就職関連情報の内容

の充実を図り、「求人情報検索システム」を学生に周知し、活用を促進する。 
・内定未取得の学生への支援体制の強化など、就職支援の取組みを充実して、就職希

望学生のほぼ１００％の就職率を目指す。 

 

○ 留学生、障がいのある学生への支援 

・留学生に対して、宿舎のあっせんなどの生活支援、奨学金制度の紹介による経済的

支援を行うとともに、チューター制度の充実を図る。 
・障がいのある学生に対する支援を行うため、ソフト・ハード両面の取組を推進する。

学生センターにおいて、各学部・研究科や関係課と連携して、支援の必要な学生の

状況を把握し、健康管理などの支援に努める。 
 

２ 社会貢献等に関する目標を達成するための措置 

（１）社会との連携に関する目標を達成するための措置  

① 地域社会への貢献 

  ア 教育面での貢献及び連携  

（ア）社会人に開かれた大学 

・経済学研究科のサテライト教室（博士前期課程）において、社会人を対象として「戦

略経営･法務」及び「公共政策」に関する実践的な教育研究プログラムを展開する。 
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・社会人のリカレント教育への需要に応えるため、理学系研究科、経済学研究科(サテ

ライト教室)、人間社会学研究科、看護学研究科及び総合リハビリテーション学研究

科において、社会人の院生に配慮した時期や時間帯での授業や研究指導を実施する。 
また、森之宮サテライト教室及び中之島サテライト教室を活用し、社会人の院生を

対象とした講義を実施する。 
・社会人学生が大半を占める看護学研究科を除き、大学院各研究科において社会人選

抜を実施する。また、学部では人間社会学部において実施する。 
・科目等履修生制度を活用し、自らに必要な科目のみ選択して履修を希望する社会人

の受入れを推進する。 
・公開講座について、総合教育研究機構のエクステンション・センターにおいて一元

的に取り組む。大阪の産業活性化や文化の発展、保健医療福祉の充実等に結びつく

特色ある講座を、より体系的に提供することとし、統一テーマによるシリーズ講座

や授業公開講座、体験参加型講座など多様な講座や、大阪府との連携による講座を

実施する。また、府民のニーズを把握した魅力ある講座とするため、アンケート調

査を実施する。講座数については、42 講座を目標とし、中之島のサテライト教室で

の講座開催や授業公開講座の拡充を図る。 
・南大阪地域大学コンソーシアムなどの大学間連携によって提供される公開講座にも、

エクステンション・センターを中心に、教育展開専門委員会で協議･調整し積極的に

参画する。 
 

（イ）高等学校等との連携 

・高大連携講座を充実させるとともに、開催時期等の見直しにより参加者の増加を図

る。また、大学教員が高等学校に出向く出張講義について、高等学校の要望内容を

吟味し、効果的な高大連携事業となるように取り組む。 
・「大阪府立大学と大阪府教育委員会の連携に関する協定書」に基づき、大阪府立大学・

大阪府教育委員会連携協議会において、高大連携による取組をさらに推進するとと

もに、高大連携推進委員会において、私立高等学校等との連携策（出張講義）の充

実を図る。 
・府内の高等学校・小中学校教員等へのリフレッシュ教育を積極的に実施する。また、

教員免許の免許状更新講習を実施する。 
・社会人のリフレッシュ教育について、企業等との連携を図る。 

工学研究科においては、企業との連携により、中小企業の後継者育成を目的とし

た「ものづくり経営者養成特修塾」において、カリキュラムの充実や講義に協力

する。さらに、企業と工学研究科が連携して特別なプログラムを作成し、人材教

育の支援を行う等「産学教育連携」を積極的に推進する。また、堺・泉北臨海企

業連絡会との連携により、若手人材を共同研究員および科目等履修生として受け

入れる。 
生命環境科学研究科においては、地域社会や企業との連携を促進し社会人のリフ

レッシュ教育等に協力する。 
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経済学部においては、前年度に引き続き、（株）ＦＵＤＡＩとの連携をはかり、中

小企業の後継者育成を目的とした「ものづくり経営者養成特修塾」において、カ

リキュラムの充実や講義に協力する。また平成 20 年度に堺商工会議所と連携して

実施した「経営塾」を参考に、中小企業経営者に対して経営指導を行うなどの次

世代経営者育成支援策をさらに検討する。 

看護学部においては、大阪府看護協会と連携し、府下病院の看護職を対象として

最新知識の講義・研究指導、技術指導を実施する。 

総合リハビリテーション学部においては、理学療法士協会、作業療法士協会、栄

養士会等の関連職能団体の生涯学習研修会等への講師派遣や羽曳野市との連携に

よる糖尿病予防リーダーの育成などにおいて協力する。また大阪府栄養士の管理

栄養士国家試験受験の支援のためのメール配信を実施する。 

・大学での研究成果の地域社会への還元やボランティア活動の授業への取り入れなど

で、ＮＰＯとの連携を図る。 
 
イ 産学官連携の推進          

○ プロジェクト研究等の推進 

・20 年度に採択した学内提案公募型産学官共同プロジェクト研究の推進を図る。 
・ＩＴや環境、バイオなどの分野について、国プロジェクトに積極的に応募するとと

もに、デバイスやセンサーの開発など基盤研究の推進を図る。 
・21 世紀科学研究機構を活用して、部局横断型の自発的な研究グループの活動基盤を

整備することに加え、社会ニーズを戦略的に判断してトップダウン型の研究を推進

する。 
 

○ リエゾン活動の推進 

・産学官連携機構のリエゾンオフィスを一元的窓口として、民間企業等との技術相談、

共同研究、受託研究等に取り組む。年間の共同研究件数２７０件及び受託研究件数

１５０件を目指す。 
・学内シーズ及び企業ニーズ調査によるデータベースを運用するとともに、ホームペ

ージや技術紹介フェアの開催によるＰＲ活動を実施する。 
・地域金融機関 12 社との協定により、共同で企業ニーズを把握し技術相談を推進す

ることにより、共同研究や受託研究の増加を目指す。 
・大阪府環境農林水産総合研究所、大阪府立病院機構や大阪府立産業技術総合研究所

との連携強化に取り組む。また、堺市をはじめ府内自治体との連携事業の実施によ

り、地域課題の解決に貢献するなど自治体との連携を深める。 
・学外の技術移転機関である大阪ＴＬＯ等との連携を図り、知的財産の権利化及びラ

イセンシングの推進を図る。 
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○ 知的財産マネジメント活動 

・知的財産の特許化、著作権化を推進し、特許出願件数 95 件、特許権取得件数累計

45 件を目指す。また、特許出願に際し、明細書の内製化を推進し、経費の節減及び

早期処理を図る。 
・知的財産や特許のデータベース化を進め、ホームページにより企業等への情報提供

を行うとともに、ライセンシングの推進を図る。 
・知的財産マネジメントオフィスにおいて、教職員を対象とした知的財産関連の説明

会を年間 20 回程度実施する。 
 

ウ 府政との連携 

・21 世紀科学研究機構を府民・府政のシンクタンク機能を果たすための中核的組織と

して活用する。 
・大学院奨励特別研究費事業への積極的な応募を促進し、府の抱える政策課題に対応

した学際的研究プロジェクトの提案に努める。また、府の関係部局との情報交換に

努めるとともに、教員の府審議会等への協力など、府政への専門的な知識・経験の

活用を進める。 
・府審議会委員への就任等大学教員の府政への参画、府政経験者や府職員の非常勤講

師としての活用など、人事面での連携を推進する。 
・大阪府環境農林水産総合研究所、大阪府立病院機構や大阪府立産業技術総合研究所

との連携強化に取り組む。また、堺市をはじめ府内自治体との連携事業の実施によ

り、地域課題の解決に貢献するなど自治体との連携を深める。 
 

② 地域の大学との連携 

・｢大学コンソーシアム大阪｣が設置する各種委員会に積極的に参加するとともに、コ

ンソーシアムが実施する産業界との連携事業などにも取り組み、関西の経済界との

交流、高校との交流、大学の教育・研究等に関して協力・連携強化を図る。 
また、教育・研究の一層の進展と地域社会の発展に資するため、大阪市立大学、首

都大学東京、関西大学、相愛大学との間で教育・研究活動全般における交流及び連

携を図る。 
・「南大阪地域大学コンソーシアム｣が設置する各種委員会に積極的に参画し、大学相

互の連携を深めるとともに、コンソーシアムが実施する公開講座や産業界との連携

事業などにも取り組み、地域社会や産業界との連携を強化していく。 
 

（２）国際交流に関する目標を達成するための措置 

・大学の国際交流を一元的に対応するため、新たに「国際交流センター」（仮称）を設

置し、国際交流協定締結、外国人留学生の支援、研究者交流や共同研究、学生の相

互交流（単位互換）の推進など、国際交流活動の更なる充実を図る。 
・大阪府や府内自治体と海外姉妹・友好都市提携を結んでいる都市の大学に加え、ア

ジア圏、英語圏に重点を置き、語学研修等を推進し、国際交流を深める。 
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・日本学術振興会が実施する研究者招へい等の諸事業を活用し、優れた外国人研究者

の受入れを積極的に行うとともに、短期使用のゲストルーム的な宿泊施設として、

マンションを借り上げ、外国からの受入れ体制の充実に努めるなど、きめ細やかな

受入れ体制を整える。 
・「大阪府立大学在外研究員派遣」等により、若手研究者を中心に海外への派遣に積極

的に取り組む。 
・ＪＩＣＡプロジェクトを通じた国際協力を実施する。 
・海外の大学にとって魅力ある大学となるよう、大学院におけるセメスター制の活用

を図る。 
・（財）大阪府大学学術振興基金から引き継いだ財産をもとに設立した「大阪府立大学

基金」を活用し、「国際交流センター」（仮称）等を通じて、学術的国際交流事業等

の効果的・効率的な推進を図る。 
 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置         

（１）全学的な大学運営に関する目標を達成するための措置 

① 全学的な経営戦略の確立 

・経営担当理事及び産学官連携・社会貢献担当理事を中心に、外部資金等の自己収入

の拡充など自律的な収支構造への転換、財産基盤の安定化に向け、引き続き全学的

視点にたった経営戦略を推進する。その一環として、「大阪府立大学基金」を通した

寄附金の獲得強化など自己収入の増加を図るとともに、教職員・学生･保護者・卒業

生など大学関係者の組織を拡充し、大学を支える体制を整備する。また、外部資金

の間接経費について、全学的な観点から効率的、効果的に活用する。 
・自律的な収支構造への転換をめざし、経営担当理事を中心に、中・長期的視点にた

った経営方針や財務改善方策を企画する。 
・教育研究費の一部を全学的に留保し、理事長（学長）のリーダーシップのもと、特

色ある教育研究や業績の高い教育研究に対し重点的に予算配分する。 
また、各教員への基盤研究費の配分にあたっても、理事長が全教員から研究計画を

記した申請書の提出を求め、これに基づき配分する制度を継続する。 
 

② 効果的・機動的な運営組織の構築 

・理事の適切な事務分担及び理事長のリーダーシップのもと、役員会等において役員

相互の緊密な連携をはかり、円滑な大学運営を推進する。 
・広報・危機管理など法人が一体的に対応すべき業務の窓口の一元化を図るとともに、

新たに危機管理担当者を配置して、効果的・機動的な業務運営を進める。 
・部局長連絡会議を開催し、役員と部局長間の相互の意思疎通、運営方針の共有化を

図る。 
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③ 学外の有識者・専門家の登用 

・民間企業出身の経営担当理事及び産学官連携・社会貢献担当理事による民間のノウ

ハウを大学経営に生かす。 
・教育研究会議の学外委員に、大学の教育研究に関し、広くかつ高い見識を有する府

内高校関係者、民間企業関係者を登用する。 
 

④ 内部監査機能の充実 

・大学における監査業務全般を統括する監査室において、監事の事務補助を行うとと

もに、内部監査等を実施する。 
・監査業務に必要な知識・技術の習得を目的とする研修を、専門家の協力を得ながら

実施する。 
 

（２）部局運営に関する目標を達成するための措置 

・部局長裁量経費の導入などにより、各学部・研究科長等の人事・予算面での権限強

化を図る。また、学部長等のリーダーシップのもと、各学部等の状況に応じて数名

の執行体制を構築し、全学方針に基づく機動的な学部等の運営を行う。さらに、教

授会の審議事項を精選し、効率的な学部等の運営を図る。 
・全学的な教育研究組織の長は、それぞれの担当理事が兼ねるなど、機動的かつ全学

的な視点からの運営に取り組む。 
・学生委員会、就職委員会などの全学的な専門委員会を活用し、効率的な運営を促進

する。 
 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

・「公立大学大阪府立大学の将来像」なども踏まえ、次期中期目標・中期計画に向け、

公立大学として重点化すべき教育研究組織のあり方（学部・学科等の再編を含む）

について検討を進める。 
・兼担教員による科目提供や「21 世紀科学研究機構」による学部・研究科の枠を越え

た学際的・分野横断型研究の推進など、組織間連携を充実させる。また、産学官連

携機構の組織体制について、専任の教職員に加え、関連学部からの教員の兼務によ

る充実した体制とする。 
 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

（１）柔軟で弾力的な人事制度の構築に関する目標を達成するための措置 

・教育研究など本来の業務に支障のない範囲で、必要に応じて教職員兼業規程の見直

しなどの検討を行う。 
・各学部・研究科等に所属する教員が産学官連携機構の実施するプロジェクト研究に

採択された場合、先端科学イノベーションセンター研究室を利用できるようにする

とともに、参画しやすい環境整備を各部局で行う。 
・教育研究に従事する教員の職務の特性を踏まえ、引き続き裁量労働制を実施する。 
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・事務職員等の採用にあたっては、業務内容に応じて民間企業経験者や大学勤務経験

者を活用することについて、引き続き検討し、成案が得られたものから実施する。

また、職員研修（ＳＤ研修）やジョブ・ローテーションの実施により、職員の専門

性や職務遂行能力を高め、本学の目標達成を目指す人材の育成確保に努める。ＳＤ

研修については、国プロジェクトに採択された 6 大学の戦略的大学連携支援事業に

おける「ＳＤ委員会」に参画するとともに、その取組を活用して研修機会の増加を

図る。 
 

（２）業績評価制度の導入に関する目標を達成するための措置 

・教員の業績評価については、他大学の状況を踏まえ、客観的かつ効率的な評価手法

を検討し、方針を決定する。 
・教職員表彰規程等に基づき、優秀な研究成果を挙げた教員に対して、表彰を行い、

大学ホームページ等により内外に公表する。 
・平成 17 年度に導入した事務職員の人事評価制度について、大阪府の人事評価制度を

踏まえつつ、勤務意識の向上や能力の発揮に資するよう制度の運用を図る。 
・事務職員については、平成 20 年度における大阪府立大学職員人事評価制度の評価結

果を平成 21 年度の給与に反映させる。 
教員については、外部研究資金獲得に応じた報奨金を給付するとともに、業績評価

結果が反映される給与システムについては、国立大学法人等の動向を踏まえつつ、

引き続き検討を進める。 
 

（３）公募制の徹底及び任期制の導入に関する目標を達成するための措置 

・教員の採用は、原則として公募により実施するとともに、採用の公正を期すため、

全学的な人事組織である人事委員会が採用、選考の事務を行う。また、選考・審査

における研究能力等に関する基準の明文化・精密化について検討する。 
・助教及び助手の採用にあたっては、任期付任用とする。また、産学官連携機構及び

21 世紀科学研究機構におけるプロジェクト研究に必要な教員についても、任期付任

用とする。 
・教員の流動性を向上させ教育研究の活性化を図るため、教授・准教授・講師及び助

教を年俸制、任期付として特別教授・特別准教授・特別講師及び特別助教と称する

制度を引き続き実施する。 
また、文部科学省科学技術振興調整費「地域の大学からナノ科学･材料人材育成拠点」

によるテニュア・トラック教員をテニュア・ポスト教員として任用する上で必要な

学内規程の検討、整備を図る。 
 

（４）教員組織の計画的なスリム化等に関する目標を達成するための措置 

・計画的・段階的に教員組織のスリム化を図る。（平成 20 年度計画数に比して概ね 10
名（法人化前に比して概ね 65 名）を削減する。） 
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４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

・平成 17 年度に実施した財務会計・人事給与・教務学生業務のシステム化・ネットワ

ーク化により、引き続き効率的な事務執行体制の確立に努めるとともに、昨年度設

置したＷＥＢ学生サービスセンターによるワンストップ・サービスの実施などによ

り、学生サービスの向上に努める。 
・分離キャンパス体制で一元的に処理することが適当な業務については、中百舌鳥キ

ャンパス（法人本部）に集約化し、事務の効率化を図る。 
・給与支給事務など内部管理事務における定型的業務について、アウトソーシングに

よる事務の効率化を進めるとともに、総合調整機能の充実、国際交流の強化、入試

制度の改善など、諸課題に対応するため、企画立案業務や専門的業務への人的配置

の重点化を図る。 
・学生サービス業務などの充実を効率的に図るため、契約職員等の活用を図る。 
・非常勤職員の専門性や事務処理能力を高めるため、特に専門性が必要な業務におけ

る人材確保の観点から、雇用形態の検討を行う。 
・業務の必要に応じて非常勤職員の機動的な人員配置を行う。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

・各教職員が各種の外部研究資金を獲得できるよう、学内ホームページやメールなど

により、募集情報の周知を図るとともに、産学官連携機構において、学内シーズ及

び企業ニーズのデータベースを運用する。また、リエゾンオフィスを通じたマッチ

ング活動を推進するとともに、管理法人方式による受託研究にも取り組む。外部研

究資金の獲得額は、法人化前に比して 30％以上の増加を目指す。 
・外部研究資金の受入れに際し間接経費を徴収し、この内産学官連携活動に必要な経

費を産学官連携費として、知的財産管理や産学官連携経費に充当するとともに、産

学官連携費を活用した教員のインセンティブ保持方策の実施により、外部研究資金

獲得の強化に努める。 
・既存特許の再評価や特許出願の質の強化、産学官共同プロジェクト研究の推進など

を通じ、ロイヤリティ収入の増加を目指す。 
・外部の研究会議や国際会議の開催など、施設の有効利用について課題整理を行うと

ともに、外部利用にあたっての条件や利用料金設定方法等の見直しを図る。また、

森ノ宮サテライトならびに中之島サテライトにおいて、公開講座や社会人の院生を

対象とした講義を実施する。 
・学生納付金については、平成 21 年度から学部入試の入学検定料を改定するとともに, 

獣医学科において教育用実験機器等の充実負担金を徴収する。また、適正な受益者

負担などの観点から、引き続き検討を進める。 
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２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

・教員人件費について、平成 22 年度において今年度に比して 2.1％の削減（法人化当

初に比して 9.2％の削減）を行えるよう、計画的・段階的な教員組織のスリム化を図

る。 
・事務職員等の人件費及び管理的経費（新規事業分を除く）については、平成 20 年度

において法人化当初に比して５％の削減を達成したところであり、平成 20 年度を上

回らないよう引き続き以下の取組を推進する。 
○より効率的な事務執行体制を確立するため、国際交流業務の集中化などを図る。 
○財務会計、人事給与事務などのシステムの次期リプレイスに向け、発生源入力、

電子決裁化やペーパーレス化について検討する。 
○より効果的で効率的な業務体制とするため、給与計算事務や施設管理業務の一部

のアウトソーシング化や定型的な業務に人材派遣サービスの活用を図る。 
○キャンパス共通の事務用品などについて、共通単価契約による購入品目の精査・

見直しを図るとともに、共通物品（事務消耗品）の在庫管理のあり方について、

引き続き検討する。また、コスト削減の観点から、委託業務の一括契約や複数年

契約の拡大について、今後とも引き続き検討する。 
○関係部局と会議室の共同利用について検討を進め、施設の部局間の共同利用の促

進を図る。 
平成 20 年度に実施した大型機器の再調査の結果を踏まえて、今後関係部局で共同

利用の促進策について検討する。 
○前年度に引き続き、省エネルギー・光熱水費抑制推進計画に基づき、削減目標の

設定やインセンティブ付与による取組みの活性化など全学的な取組みに努める。

また、学舎のリニューアル改修や設備機器等の更新において、省エネ、省資源に

配慮する。 

 
 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

・資産の運用計画を策定し、コスト管理、分析を行う。 
・固定資産については、適切な維持管理を行うとともに、前年度実施した他大学等の

調査を踏まえ、外部利用にあたっての条件や利用料金設定方法等の見直しを図る。 
・支払準備金を除いた余裕資金について、地方独立行政法人法第 43 条に規定する有価

証券等で運用する。 
 
Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

・全学の自己点検・評価は、「大阪府立大学自己点検・評価実施要領」において、3 年

毎に実施することとなっており、次回平成 22 年度に実施する。平成 21 年度は、改

善を要する事項について対応策を検討･実施する。 
・平成 20 年度に取りまとめた社会貢献や管理運営などに関する多面的な自己点検評価

を、今年実施する認証評価に活かしていく。 
・大学評価・学位授与機構の認証評価を受ける。 
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・認証評価の結果については、大学評価・学位授与機構からの評価実施結果報告を受

けた後、ホームページに公表し、学生や府民等からの多様な意見を聴取する。 
自己点検・評価の結果は、ホームページで公表しており、引き続き、学生や府民か

らの多様な意見を聴取する。 
 

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 

・大阪府府政情報センターとの連携のもと、法人文書等の情報公開を推進する。また、

全学組織として情報公開審査委員会において、適切な情報公開を推進する。 
・広報活動を一元的かつ効率的に行うため、体制を一層強化するとともに、年間広報

計画の策定・実施など、戦略的広報活動に努める。また、報道機関との連携や広報

媒体の充実を通じて、大学の活動を積極的に情報発信する。 
・ホームページ、冊子、マスコミ等を通じて、大学情報を広く公開・公表し、より一

層の情報発信に努める。ホームページの適宜更新や全学広報誌「ＯＰＵ」Ｖｏｌ４

を刊行し、全国的に発信するとともに、引き続き、本学の魅力や存在感を内外にア

ピールする方策を外部の有識者の意見を踏まえながら検討する。 
・教育研究等の大学活動に関するデータについてホームページ上で迅速、かつセキュ

リティに配慮した情報発信に努める。 
また、次世代情報システムの構築の中で、学内情報を集約管理できる大学情報デー

タベース構築について検討を行うとともに、学内での情報の共有及び学外への情報

発信の手法を検討し、実施する。 
 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置 

１ 施設設備の整備等に関する目標を達成するための措置 

○ 総合的なキャンパスプランに基づく学舎整備 

・耐震２次診断の結果を踏まえたキャンパスプランに基づき、中百舌鳥キャンパスに

おける今後の学舎整備を進め、安全・安心な教育・研究環境の確保を図る。 
 

○ 整備に係る諸課題への対応 

・関係部局と会議室の共同利用について検討を進め、施設の部局間の共同利用の促進

を図る。 
・平成 20 年度に実施した大型機器の再調査の結果を踏まえて、今後関係部局で共同利

用の促進策について検討する。 
・学舎整備にあたっては、整備着手前に費用対効果の精査を行い、効果的・効率的な

手法により整備を実施する。 
・学舎整備に際しては、民間活力を最大限活用しながら、コスト削減と資金需要の平

準化を図る。 
・前年度に引き続き、省エネルギー・光熱水費抑制推進計画に基づき、削減目標の設

定やインセンティブ付与による取組みの活性化など全学的な取組みに努める。また、

学舎のリニューアル改修や設備機器等の更新において、省エネ、省資源に配慮する。 
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○ 施設等の機能保全・維持管理 

・施設整備と維持管理に一体的に取り組み、屋内外環境や施設設備の適切な機能保全・

維持管理と、学内関係者に対する啓発活動に努める。 
・屋内外環境及び施設設備の実状について点検・評価を行い、緊急性・安全性等の観

点から適切に機能保全や維持管理を行う。 
 

２ 安全衛生管理等に関する目標を達成するための措置 

・安全衛生協議会が中心となり、各キャンパスの安全衛生委員会と連携を図りつつ、

全学的な安全衛生管理を推進する。 
・安全衛生管理の観点から事故の未然防止のため、安全衛生週間などの機会を捉え、

定期的に教職員・学生を対象とした学内研修を実施するとともに、計画的な安全衛

生管理を進める。 
・実験室等の安全点検については、衛生管理者による職場巡視を実施するともに、「安

全衛生管理チェックシート」（平成 18 年度作成）の活用など、教職員による自主点

検活動を促進する。 
薬物及び劇物等の化学薬品の管理については、「化学物質安全管理支援システム」の

適切な運用に努める。 
・取扱いにあたって特に注意すべき機械・器具については、関係部局の作業マニュア

ルに基づき、適正な安全管理措置がなされるよう、引続き、啓発活動に取り組む。 
危険物の取扱いについては、引き続き、管理体制の問題点の整理・検討を行うとと

もに啓発活動に取り組む。 
・総務課において、危機管理対応指針に基づき、関連機関との連携強化や学内緊急連

絡体制の整備などの危機管理業務を行う。 
・生命科学研究における安全管理、とりわけ動物実験・病原体等に係る安全管理につ

いて、分野別の全学的な委員会組織として設置した「動物実験委員会」「バイオリス

ク管理委員会」を通じ、安全管理に努める。 
 

 ３ 人権に関する目標を達成するための措置 

・全教職員に対し、定期的に人権に関する研修を実施する。 
・平成 18 年度に策定したハラスメント防止対策ガイドラインの適切な運用を図る。 
・大阪府個人情報保護条例の実施機関として、個人情報の適切な管理運営に努めると

ともに、個人情報の管理状況について監査を実施する。 
・生命科学や保健医療科学分野における研究倫理の基準や対応方針について引き続き

検討を進め、基準や方針を設定する。 
 

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 

別紙 
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Ⅶ 短期借入金の限度額 

 １ 短期借入金の限度額 ３２億円 

 ２ 想定される理由 

   運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借入れ

することも想定される。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

  なし 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

  決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 

Ⅹ 地方独立行政法人法施行細則（平成１７年大阪府規則第３０号）で定める事項 

１ 施設・設備に関する計画  

 

２ 人事に関する計画 

   教育研究活動の活性化に資する適正な人事制度の運用を図るとともに、質の高い教育研

究機能を保持しつつ、教員配置計画の実現の前倒しに努めるなど、教員組織のスリム化に

努める。 

また、教育研究支援の向上に資する観点からの事務の効率化・簡素化に取り組み、事務

職員等の適正配置に努める。 

＜参考＞（常勤教職員数）１，００９人（役員を除く） 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財   源 

・総合教育研究機構棟新築整備 

・三大学統合に伴う緊急整備 

・工学部物質系棟移転関連整備 

・生命環境科学研究科棟新築整備

・特別高圧変電施設新築整備 

・女子大移転関連整備 

・Ａ14 棟改修工事 

・生命環境科学研究科棟移転関連

整備 

・小規模改修 

総額 

  １，４４０ 

 

施設整備費補助金（1,267）

運営費交付金 (173) 
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別紙 

予算（人件費の見積りを含む 

 

平成２１年度 予算             （単位：百万円） 

区   分 金   額 

収入 

 運営費交付金   

施設整備費補助金 

 補助金等収入 

 自己収入 

   授業料及び入学金検定料収入 

   財産処分収入 

雑収入 

 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

 目的積立金取崩 

 

          計 

 

  

      １０，８１２   

１，２６７  

         ４１０ 

５，３５９ 

          ５，０８７ 

              ０ 

            ２７２ 

       １，３６０ 

         ２４０ 

 

１９，４４８ 

 

 

支出 

 業務費 

   教育研究経費 

   一般管理費 

 施設整備費 

 補助金等 

 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 

 

          計 

 

 

 

 

      

１６，２３８ 

        １３，４２４ 

         ２，８１４ 

      １，４４０ 

        ４１０ 

      １，３６０ 

      

１９，４４８ 

 

  

 [人件費の見積り] 

  総額 １０，１９９百万円を支出する。（退職手当は除く。） 
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収支計画 

平成２１年度 収支計画              （単位：百万円） 
区   分 金   額 

費用の部 
 経常費用 
  業務費 
    教育研究経費 
    受託研究費等 
    役員人件費 
    教員人件費 
    職員人件費 
  一般管理費 
  財務費用 
  雑損 
  減価償却費 
 臨時損失 
 
収入の部 
 経常収益 
  運営費交付金              

  授業料収益 
  入学金収益 
  検定料収益       
  受託研究等収益 
  補助金等収益 
  寄附金収益 
  施設費収益 
  財務収益 
  雑益 
  資産見返運営費交付金等戻入 
  資産見返補助金等戻入 
  資産見返寄附金戻入 
  資産見返物品受贈額戻入 

臨時利益 
 
純利益 
目的積立金取崩益 
総利益 

 
     １８，３１６ 
        １６，８４８ 
            ４，８３６ 
              ７８０ 
              １７５ 
            ８，８０６ 
            ２，２５１ 
           ６８２ 
           ２５０ 
             ０ 
           ５３６ 
          ０ 
 

 
１８，２６４ 

     １０，８１２ 
         ３，６７４ 
           ７２８ 
           ３００ 
           ７８０ 
           ４０３ 
           １５１ 
           ２３８ 

    ０ 
           ６４２ 
            ６３ 
             ８ 
           １４４ 

３２１ 
  ０  

 
       △５２ 
        ５２ 
         ０ 

 
注）受託研究費等は、受託事業費及び研究費を含む。 
注）受託研究等収益は、受託研究収益及び共同研究収益を含む。 
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資金計画 

平成２１年度 資金計画             （単位：百万円） 
区   分 金   額 

資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 翌年度への繰越金 
 
資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金による収入 
  授業料及び入学金検定料による収入 
  受託研究等収入 
  補助金等収入 
  寄附金収入 
  その他の収入 

投資活動による収入 
  施設費による収入 
  その他の収入 
 財務活動による収入 
 前年度よりの繰越金 

    ２１，８４４ 
       １６，９３９ 
        １，８５４ 
          ６５６ 
        ２，３９５ 
 
    ２１，８４４ 
       １７，９４２ 
          １０，８１２ 
           ５，０８８ 
             ７８０ 
             ４１０ 
             ２１０ 
             ６４２ 
        １，２６７ 
           １，２６７ 
               ０ 
            ０ 
        ２，６３５ 

 
 
 

 
 



（単位：人）

工学部 1,740 農学部
（獣医学科）

40

生命環境
  科学部

700

理学部 500

経済学部 1,000

人間社会
学    部

820

看護学部 497

総合ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ学部

305

前期 342

後期 198

前期 140

後期 66

博士 52

前期 100

後期 36

前期 90

後期 24

前期 80

後期 30

前期 46

後期 15

前期 30

後期 5

生命環境
科学研究科

平
成
21
年
度

総合ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ学
　　研究科

35

大阪府立看護大学
医療技術短期大学部

旧　　大　　学（公立大学法人大阪府立大学定款附則第２項の規定により設置した大学）

大阪女子大学 大阪府立看護大学大阪府立大学

※「前期」は「博士前期課程」、「後期」は「博士後期課程」、「博士」は「博士課程」の略。

人間社会学
    研究科

110

看護学
   研究科

61

経済学
  研究科

114

別表（学生収容定員）

※ 研究科の博士前期課程等の定員数は、内数。

大阪府立大学

258

理学系
  研究科

136

540工学研究科

29
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